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１ 学校安全教育計画

１ 安全教育の目標
(１) 安全に関する認識を深める（意識・価値観)

(２) 自他の安全に努力する態度を養う（心情，理解，態度)

(３) 運動機能や警戒心を発達させる(機能，能力)

(４) 安全行動の知識や習慣を養い実践化を図る（知識，習慣，実践化)

(５) 安全な精神状態の保持に努める（精神衛生)

２ 安全教育の領域

１ 安全管理について

① 安全点検計画（環境の安全，生活態度の安全）

② 事故・災害発生時の措置計画（防犯訓練・避難訓練・交通安全教室等の実施）

学 ２ 安全管理活動について

① 安全点検の実施 日常安全点検……修理，補修，改善

校 定期安全点検……月初め金曜日は安全点検を実施する

臨時安全点検……危険箇所の表示

安 ② 安全指導の実施 健康管理…………健康診断，健康観察，清潔検査の実施

遵法態度…………学校生活態度の指導

全 安全教育…………学校生活環境の安全教育

・教科・道徳，特別活動，その他

３ 安全教育及び実践の場について

① 各 教 科（安全に対する知識，危機に対応する能力の育成）

② 道 徳（安全価値の育成）

③ 特別活動（安全生活についての実践）

ア 学級活動

イ 学校行事

ウ 児童会活動

エ クラブ活動

④ 領域外活動（子ども会，みどりの少年団などの活動への支援活動）

⑤ そ の 他（安全点検・家庭訪問など)

学 地域や家庭と連絡を取り合い，安全について総合的・多角的に考え，実践できる児童

校 を育成する。

外 ① 公民館・地区集会所などの掲示板等の活用

安 ② ＰＴＡ活動・豊かな心を育む委員会・子ども会育成会・「子供110番の家」との連携

全 ③ その他
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 1３ 学校防災教育計画 

学校教育目標 

生きる力を持った人間の育成を目指し，自ら学ぶ意欲と豊かな心を

養い，心身ともに健康な児童を育む 

 

 

  

防災管理  防 災 教 育 の 目 標  防災組織 

・災害対応マニュアル 

・安全点検と環境整備 

・避難経路，場所の整備 

・災害備品，災害備蓄 

 (1) 防災の基礎的・基本的な知識・技能を身に付けさせる。 

(2) 防災，減災のために，自ら判断し行動する力を伸ばす。 

(3) 自他の生命を尊重するとともに，社会の一員として主体的に行

動し協力しようとする態度を養う。 

 ・校内災害対策委員会 

・ＰＴＡ本部 

・大鷹沢地区消防団 

・自治会組織 

  

指
導
の
重
点 

(1) 東日本大震災の教訓を生かし，実践的な防災対応能力の育成を図る。 

(2) 授業，休憩時間，通学時等，多様な場面を想定して避難訓練や図上訓練を行い，適切に判断し行動する力を養う。特に，

大規模地震及び大規模災害（原子力発電所爆発，火山噴火等）発生時の避難行動について指導する。 

(3) 教科，領域及び日常生活における指導を通して，規律ある行動と，主体的な取組ができるようにする。 

(4) みやぎ防災教育副読本の活用を図る。 

  

指 導 内 容 ・ 単 元 等 

教 科 道 徳 特別活動 総合的な学習の時間 

○ 各教科のねらいに即し，防災の基

礎的・基本的事項の習得 

○ 思考力，判断力，表現力の育成 

【社会】 

・学校のまわり（３年） 

・くらしを守る（４年） 

・わたしたちの国土（５年） 

・自然災害を防ぐ（５年） 

・わたしたちの生活と政治（６年） 

 

【理科】 

・台風と天気の変化（５年） 

・流れる水のはたらき（５年） 

・大地のつくりと変化（６年） 

 

【生活科】 

・がっこうだいすき（１年） 

・どきどきわくわく町たんけん（２年） 

 

【体育】 

・集団行動（全学年） 

・けがの防止（５年） 

○希望と勇気をもって

努力する 

 

○思いやりを持ち，互い

を尊重しあう。 

 

○自他の生命を尊重す

る。 

 

○きまりを守り，みんな

のために役に立とう

とする。 

【学級活動】 

○ 災害の起こる仕組みと適切な避難 

○ 日常的な備え 

○ 集団の一員としての役割 

○放射線を考える 

【命を守る訓練（避難訓練）】 

① 休憩時に大規模地震発生（6

月：業間時） 

・場所に適した避難行動 

   ・校庭への避難 

② 授業中に火災発生（１１月） 

・避難場所，経路の確認 

③ 火山噴火想定・原子力対応 

（隔年9月：業間時） 

 

④ 地域合同（６月） 

  ・避難住民対応 

 

⑤  不審者対応訓練（５月）  

【校外学習，宿泊学習】 

  ・避難経路，場所の確認 

  ・集団生活体験 

【運動会】 

 ・集団行動 

○ 自ら課題を見つけ

主体的に判断し，問

題を解決する資質，

能力 

○ 主体的，協働的に課

題解決に取り組む態

度 

 

【３年】 

 わたしたちのすむ町

とつながる 

 

【４年】 

 さまざまな人とつな

がる 

 

【５年】 

私たちの防災 

 

【６年】 

 ふるさとに生きる 

学校生活における日常的な指導 

○ 日常生活での基本的な生活習慣の育成（ 身の回りを整える 節度を守る 自他の安全に気を付ける ） 

○ 相手の気持ちや立場を尊重し，思いやり助け合う態度の育成（ 集団活動，係活動 ） 

○ 自ら判断し行動する活動の重視（自分の身は自分で守る） 

     

○ 家庭との連携 

 （災害時の約束を決める，親子で防災を考える） 

○ 地域との連携 

 （学校防災の取組の周知，避難訓練の共同実施） 

 ○ 教員研修による防災教育の充実 

 ・ 防災教育の指導方針の共通理解 

 ・ 実践研究 ・ 研修会参加，参考資料収集と活用 

  ○みやぎ防災教育副読本の活用 

 小学校１・２年生用（７～８時間） 

    ３・４年生用（１０時間） 

    ５・６年生用（１０時間以上） 
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４ 安全点検計画 

 １ 安全点検の目的 

学校環境，学校生活などの危険な状態の有無について調査し，児童が常に安全な生活が

できるように学校環境を整備し，児童の生命の安全と障害の防止を図る。 

 

 ２ 安全点検の時期 

 (１)定期安全点検……学校安全の日（毎月１５日頃） 

 (２)臨時安全点検……学期始め，行事前点検，地震や大雨などの後の点検。 

その他必要に応じて実施。             

 ３ 安全点検の方法 

 (１)安全点検の点検項目を明確にした『安全点検表』を作成し，分担に従って点検を行う。 

 (２)各教室は学級担任が行う。特別教室については，各教室の管理責任者が行う。 

    

 ４  安全点検後の処置 

  ○安全点検の結果，発見された処理箇所については，次のように処置する。 

  (１)担任及びその他の管理責任者で直ちに処理できるものは，速やかに処理し，その旨を点

検表に明記する。 

 (２)担任及びその他の管理責任者では処理できない場合には，その旨を点検表に明記する。 

緊急を要する場合には，直ちに校長に報告し，その指示に基づいて処理する。 

  (３)処理の内容 

    ①危険物の除去（小石・ガラス破片・釘・ピンなど) 

     ②修理または取り替え（破損している個所・出ている釘など) 

     ③使用禁止（修理・取り替えが直ちにできないとき) 

     ④使用上の注意や指示（使用上特に注意するようなとき) 

   

 ５  日常の安全点検 

  (１)主として，学級担任・教科担任が行う。 

  (２)常時使用している机・イスなどについて点検する。 

  (３)実験，体育時などに使用する施設・設備・各用品などについて点検をする。 

  (４)必要に応じて，児童の持ち物等を点検する。 
 
                  ＜安全点検後の処置 ＞   

 

 

 

  

  

   点検者で処置できること   点検者で処置できないこと  

      ↓                             ↓ 

 

 

 危険物の即時除去 

 即時修理 

  危険，使用禁止表示  

                       ↓ 

 

 

 打合せ，職員会議 

  （職員の共通理解） 

 

 

                                    ↓ 

    児童への指示  

   

    

  教育委員会へ    係職員   専門業者へ依頼  

 

 

 

点検結果不良箇

所 
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６ 管理教室など（防火責任者） 

 

教室等 火気取締責任者 教室等 火気取締責任者 

特別支援教室 特担 校長室 教頭 

1年教室 1年担任 職員室 教頭 

2年教室 2年担任 保健室 養護教諭 

3年教室 3年担任 職員トイレ 養護教諭 

4年教室 4年担任 １Fトイレ東 養護教諭 

5年教室 5年担任 １Fトイレ西 養護教諭 

6年教室 6年担任 多目的ホール 1年 

コンピューター室 視聴覚主任 更衣室 業務員 

２Fトイレ東 養護教諭 大会議室 業務員 

２Fトイレ西 養護教諭 体育館 体育主任 

音楽室 音楽主任 物置 業務員 

理科室及び理科準備室 理科主任 ポンプ室 業務員 

図書室 図書主任 油倉庫 業務員 

小ホール 教務 図工室 図工主任 

家庭科室 6年担任   
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５ 消化設備・防犯設備設置位置 

2F 

4 組 1･2 教室 

２組教室 ３組教室 

 

学習支援室 
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１ 危機管理計画 
１ 目的 

地震等の自然災害や火災，不審者等の非常時に，児童を安全に避難させる等，職員が連携し

て児童の安全を守る組織つくりと，組織の機動性を高める。 

 

２ 基本編成図 

震災の規模や被害状況等を踏まえ，原則として校長室・職員室に学校対策本部を設置し，学

校としての組織的な災害対応に当たる。 

 

 

 

 

 

 班長：教頭 

 

 

 

 班長：6年担任 

 

 

 

 班長：教務主任 

  

 

 

 班長：養護教諭 

 

 班長：防災主任 

  

 

 

  

※本部長⇔防災主任⇔班長の連絡体制で迅速に業務にあたる。 

※災害の状況に応じて他班の支援体制を考える。（１次緊急対応を優先にする） 

※本部長代理順位 ①教頭 ②防災主任 ③教務主任 

災
害
対
策
本
部 

連絡班 

避難誘導班 

安全点検・消火班 

救護班 

1次対応 

応急復旧班 

２次対応 

本部長 ：校長 

副本部長：教頭 

本部員 ：防災主任 事務長 教務主任 

○役割状況の把握 

○危険箇所の応急処置 

○立入禁止・使用禁止等の表示 

○避難所開設時の支援 

○避難所の開放区域の明示 
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３ 各係の業務内容

班 名 業 務 内 容 主な必要物品

○校内放送等による連絡や指示 拡声器

本 部 ○緊急・応急対応の決定 トランシーバー

校長 ○各班との連絡調整 ラジオ・（スマホ）

教頭 ○教育委員会，市総務部危機対策室，ＰＴＡ等との 懐中電灯，乾電池

教務 連絡調整・報告

防災主任 ○情報収集（気象・災害・交通情報等：インターネット 非常時持ち出し袋

事務長 ・ラジオ・ＴＶ・スマホ等） ・児童名簿類

○非常持ち出し品の搬出 ・引渡し名簿など

○報道機関との連絡・対応

○災害情報の収集

連絡班 ○警察、消防機関等への通報 名簿

教頭 ○マスコミ、親類等、外部への対応 引渡し名簿

各担任 ○一斉メール配信，電話連絡

○引渡し対応準備

○引渡し実施

○揺れがおさまった直後の安否確認

避難誘導班 ○負傷状況の把握と本部への報告 拡声器

（各担任） ○避難経路の安全確認 懐中電灯

○避難誘導・人員確認・報告（担任⇒教頭⇒校長）

○行方不明の児童，教職員を報告

《１次検索》

○避難児童等の最後尾につき，教室やトイレ等に逃 拡声器

安全点検 げ遅れている児童がいないか点検・確認しながら 懐中電灯

消 火 班 避難する。

教務 《２次検索》

業務員 ○避難人員報告後，行方不明の児童等がいた場合，

本部の指示で検索にいく。

○負傷者，危険箇所等の通報・救出

○緊急医薬品，担架の持ち出し（ＡＥＤを含む） 医薬品

救護班 ○負傷者の応急手当 担架

（養護教諭） ○救護所の設営（保健室が使えない時） 毛布

○医療機関への連絡・搬送 簡易テント

○ 「心のケア」の実施 シート

二次対応 ○被害状況の把握 トラロープ

応急復旧班 ○危険箇所の応急処置 スズランテープ

(本部員) ○「立入禁止」「使用禁止」等の表示 各種表示

○避難所開設時の避難所支援 各種工具

４ 避難経路 ※避難経路地図は別紙

避難場所 第１避難場所：校庭西側（プール東側）

第２避難場所：校庭東側（体育館南）

第３避難場所：体育館

第４避難場所：多目的教室（１階）
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５ 災害対応物品チェックリスト（保管場所記入） 

 

物品 保管場所 

１ 拡声器 職員室（事務後方） □ 

２ トランシーバー 職員室（後方の棚） □ 

３ ラジオ 非常持出袋（養護教諭机前方） □ 

４ 懐中電灯 非常持出袋（養護教諭机前方） □ 

５ 乾電池 職員室（カラーボックス） 

非常持出袋（養護教諭机前方） 

□ 

６ 児童名簿（引き渡し名簿） 校長室 □ 

７ 医薬品 非常持出袋（養護教諭机前方） 

保健室 

□ 

８ 担架 保健室 □ 

９ 毛布 保健室 □ 

１０ 簡易テント 更衣室 □ 

１１ シート 更衣室 □ 

１２ スズランテープ 

トラロープ 

職員室 

非常持出袋（後方棚の上） 

□ 

１３ 各種表示 非常持出袋（後方棚の上） □ 

１４ 各種工具 職員室（カラーボックス） □ 

１５   □ 

１６   □ 

１７   □ 

１８   □ 

１９   □ 

２０   □ 

２１   □ 

２２   □ 
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２ 情報連絡体制図

○ 自然災害発生 （地震・風雪・風雨・台風・火山噴火等）

学校災害対策本部 被災状況報告・協議 白石市教育委員会

学校教育課

指示・支援 ２２－１３４１

初期対応による報告

ＰＴＡ，地 教職員

域団体等 （連絡網） 開設要請 白石市災害対策本部

（連絡網）

○ 児童在宅の場合

＊３

＊１

＊２

防災センター 教育委員会

大鷹沢小学校東中学校 大鷹沢保育園

大鷹沢小ＰＴＡ

会長・副会長

保護者大鷹沢公民館

防災会長

大鷹沢小ＰＴＡ

地区支部長

消防団

メ ー ル

面 会

面 会
メ ー ル

電 話
電 話

面 会

電 話

面 会

電 話

メ ー ル

電 話 防 災 無 線 等

メ ー ル
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＊１ 大雨など特別警戒警報，震度５以上，噴火などの大規模災害が起きた場合には，学

校からの連絡が無くても保護者からＰＴＡ地区支部長に「安否確認・通学路の状況」

を連絡してください。

＊２ 地区支部長はＰＴＡ会長（不在の場合は副会長）に状況を連絡してください。

＊３ ＰＴＡ会長（不在の場合は副会長）は学校に連絡ください。

２ ２９年度６月の市防災訓練時に運用。

４月の PTA総会で毎年度，保護者へ周知させる。

【保護者の活動】
１ 災害発生（地震，大雨）

２ 児童の状況・通学路の状況を確認

３ 支部長に連絡

＊方法はどのようにでもいい。（電話・電子メール・直接）

＊連絡方法はあらかじめ支部長と確認しておいてください。

【支部長の活動】
４ 名簿に被害状況を記録する。

５ ＰＴＡ会長・副会長に連絡

＊方法はどのようにでもいい。（電話・電子メール・直接）

＊連絡方法はあらかじめ会長・副会長と確認しておいてください。

＊地区ごとにだれに連絡するかは，新年度の役員が決定次第分担する。

【ＰＴＡ会長・副会長の活動】
６ 名簿に被害状況を記録する。

７ 学校に連絡する。（学校が不在の場合，校長の携帯に連絡する）

伝達訓練（ 月 日総合防災訓練日）

１ 災害発生は市の設定する時刻

２ 訓練なので，在宅していなくても伝達してください。

保護者の活動３からスタートする。

「○○です。○年，児童名○○○○ 保護者，児童ともに異常ありません。通学路等

にも異常ありません」

＊避難をした。ケガをした。通学路が崖崩れをしている。などの「異常」は状況に

応じて連絡する。
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緊急時の安否確認Ｑ＆Ａ
Ｑ１ 実際に大災害が起きたらどうするの？

Ａ… 大災害の場合，電子メールが使えるときは安否確認を学校から通知し

ますが，通信が絶たれている状況ではメールが送れませんので保護者が自

発的にスタートさせてください。

Ｑ２ 安否確認の連絡が入らなかったらどうするの？

Ａ… そのまま連絡無しで報告してください。連絡が無いところは訪問など

して，学校で確認致します。

全家庭を学校で確認するのには，何日もかかるおそれがあります。連絡網

で半数でも確認できたら，未確認の家庭だけを回ればいいので，時間短縮

になります。

Ｑ３ 支部長さんが確認するの？

Ａ… いいえ，各家庭で支部長さんに報告してください。

支部長さんから電話や直接訪問するのでは，支部長さんの負担が大きく

なってしまいます。各家庭から報告すれば，１家庭１回の報告で済みま

す。通信手段が無くなったときこそ徒歩で報告してください。大災害が

起きたときこそ，お互いの繋がりを大切にし，目と目を見て会話するこ

とが大切です。

Ｑ４ どうして訓練の時は具体的な打合せをしなかったの？

Ａ… 訓練がイベントにならないためです。失敗から学ぶことが多いので最

小限の情報伝達にしました。訓練とは予行演習無しにすることで問題点が

明らかになります。今災害が起きたら，今不審者が入ってきたらと突発的

に訓練することが大切です。今回の訓練を生かし，訓練を重ね災害に備え

ましょう。

Ｑ５ 訓練時は時間を限定した方が，支部長さんの苦労が減るのでは？

Ａ… 確かに訓練時に１時間以内とした方が，訓練終了の目処が立つのでい

いですね。実際の災害時も，何時間以内と「約束」を決めた方がいいでし

ょう。

Ｑ６ 安否確認の時間は発災後，何時間にしますか？

Ａ… 災害が起きたときの時刻にもよります。地区の安全確認が明るい時間

にできるのであれば発災後２時間以内とするのがいいでしょう。安全確認

が暗くなってからしなければならないとき，または暗くなってから発災し

た場合は，次の日の午前１０時までとするのがいいでしょう。
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３ 緊急連絡体制等について（勤務時間外での対応）

１ 大雨・台風・大雪等による災害発生が予想されるとき（本校独自の判断の場合）
（１） ６：００までに、校長・教頭・教務が出勤し対応を協議。
（２） ６：３０に職員連絡網にて連絡
（３） まち comiメール（以後メールで表示）で全保護者に連絡

２ 地震の場合の出勤体制

震度４ 震度５弱 震度５強 震度６以上
校 長 自宅待機 出 勤 出 勤 出 勤
教 頭 自宅待機 出 勤 出 勤 出 勤
教 務 自宅待機 出 勤 出 勤 出 勤
事務長 自宅待機 出 勤 出 勤 出 勤
業務員 自宅待機 出 勤 出 勤 出 勤
防災主任 自宅待機 出 勤 出 勤 出 勤
市内職員 自宅待機 自宅待機 出 勤 出 勤
他職員 自宅待機 自宅待機 自宅待機 出 勤

２２：００～６：００ 震度５弱以上の地震発生時，
管理職が被害の有無をＦＡＸで報告する。（H23.5一部修正）

（１） 震度は原則として白石市の場合とする。
（２） 児童の安否は，PTAと連携し確認する。
（３） 通学路などの被害状況は，地区の防災団体，市教委，PTA の情報を確認

の上，十分な安全確保 ※１を行い学年部で行う。
（４） 児童の安否が，PTAで確認できない場合は、学年部で分担して家庭訪問で行う。
（５） その他、状況に応じて校長・教頭・（教務）が協議し対応する。

３ まち comiメールの活用
必要な情報をメールで送信し，保護者に伝える。

４ 児童の安否確認
災害時の情報伝達経路図に従い，児童の安否確認及び通学路の状況を確認する。

※１ 教職員の２次災害が起こらないよう，地域と情報交換を密にする。
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４ 教職員非常配備計画

職員の配備区分 学校の 配 備 基 準 組織体制
配備体制

情報連絡体制 市内で震度５弱以上の地震が発生したとき 情報連絡
体制

(1)市内に大雨，洪水，暴風等の警報が発表され，
準備体制 災害が発生しはじめたとき
（大雨洪水暴風） (2)その他，災害対策課が必要と認めるとき 準備体制

校長
教頭
業務員

(1)大雨，洪水，暴風等により，市内に災害が発
生し，災害の警戒及び応急対策を組織的に実
施する必要があるとき

(2)その他，災害対策課が必要と認めるとき

校長 (1)市内で震度５弱の地震が発生したとき
非常１号配備 教頭 (2)大雨，洪水，暴風等により，市内に災害が発 警戒体制
（震度５弱） 教務 生し，かつ，拡大するおそれがあるとき
市職員の配置 防災主任 (3)その他市長が必要と認めたとき

事務職員
業務員

非常２号配備 校長 (1)市内で震度５強の地震が発生したとき 警戒体制
（震度５強） 教頭 (2)大雨，洪水，暴風等により，災害が本市の区
市職員の職員 教務 域に広範囲で発生し，更に拡大するおそれが

防災主任 あるとき
市内職員 (3)市内に大規模な火災，爆発その他重大な災害
事務職員 が発生したとき
業務員 (3)その他，市長が必要と認めたとき

非常３号配備 全教職員 (1)市内で震度６弱以上の地震が発生したとき 災害対策
(2)市内の全域に大規模な災害が発生したとき， 本部体制

全教職員 又は全域に拡大することが予想されるとき
(3)その他，市長が必要と認めたとき
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５避難所開設・運営の支援マニュアル
１ 収容避難所における学校施設の利用計画

№ 利用目的 利用予定場所
１ 収容場所 体育館（状況に応じて，校舎１階多目的ホールも）
２ 管理運営所（対策本部） 職員室
３ 応急救護所 保健室
４ 情報機器設置場所 ２階コンピュータ室
５ 情報掲示場所 体育館入り口，昇降口
６ ゴミ集積場所 校庭東側
７ 仮設トイレ設置場所 校庭東側
８ 救援物資集積場所 １Ｆ大会議室，配膳室
９ 救援物資配付場所 １Ｆ大会議室
10 仮設電話設置場所 体育館，昇降口
11 更衣室 １Ｆ更衣室
12 洗濯場 プール
13 調理室 家庭科室
14 物干し場 プール
15 相談室 ２年教室
19 教職員仮眠場所 ２階音楽室
20 防災無線 体育館(自主防災組織)
21
22

２ 校舎等の鍵の保有者
勤務時間外において，収容避難所開設の要請があった場合や無い場合でも，自主的に避難民がある場合について，学校の鍵の保有に関し，次のとおりとする。

〈校舎・体育館〉
１ 校長 学校災害対策本部長
２ 教頭 〃 副本部長
３ 教務主任 本部員
４ 業務員

３ 災害救援物資の備蓄状況等
№ ステージ下 体育館内倉庫 油倉庫
１ 簡易組立トイレ 毛布 ガソリン 体育館ステージ下
２ 救急箱 ２基 〃
３ 段ボールベット 〃
４ 避難所開設準備品 〃
５ 毛布
６ プライベートテント
７ 発電機など

※ 収容避難所管理運営に係わる市役所との確認

収容避難所管理運営 白石市災害対策本部 大鷹沢防災対策
連絡先 白石市市役所税務課

電話 0224-22-1313
※ 指定動員職員

氏 名 所 属 電話番号
佐藤 一彦 白石市市役所 総務部税務課
齋 勝則 白石市市役所 総務部税務課

４ 収容避難所開設・運営の協力・支援
校長等は，白石市災害対策本部より収容避難所開設の要請があった場合には，収容避難

所として開放する校舎等の区域を大鷹沢地区災害対策本部と協議のうえ開放する。
（白石市地域防災計画においては，「避難所を開設する場合には，白石市災害対策本部は施設
管理者（校長等）に連絡し，了解を得るものとする。ただし，事態が緊迫し連絡のいとまが
ない場合は，事後に施設管理者に連絡をし，了解を得るものとする。」としている。）
校長等は，自校を収容避難所として開放した場合には，速やかに白石市教育委員会に報

告のうえ，学校の臨時休校についても報告・協議する。
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（１）学校災害対策本部における支援マニュアル

地震・災害発生 緊急の場合、避難所は大鷹
沢防災組織が開設する。

学校災害対策本部設置 ○在校時外は，教職員参集後

地区災害対策本部の対応 収容避難所の開設の支援 学校の対応

○学校への避難所開設の要請 ○避難所開放区域を明示の上，避難所開設を行
※連絡のいとまがない場合は事後連絡 う。

○避難所管理責任者の学校への派遣 避難所開設確認事項
・避難者総定数
・開錠者
・管理責任者 等

＜在校時＞
・避難所を開設する旨を教職員に周知し，生
徒等の安全確保，避難受け入れ体制の準備
をする。

＜在校時外＞
・校長等が学校へ参集の上，開放区域を開錠
し，学校の非常配備体制に基づき教職員を
招集する。

○避難所開設・運営支援班は避難者を開放区域
へ誘導する。

○避難所が開設された旨を教育委員会へ報告
し，臨時休校措置をとる。

収容避難所の運営への支援

収容避難所開設直後の対応 ○避難所開設直後，自主防災組
織が円滑に動き始めるまでの支援をする。

○避難所開設状況の白石市災害対策本部への ※避難所運営委員会が設置された場合は，
報告 避難所開設・運営班が中心となり各班を支
○避難所開設区域における避難者区域の指定 援する。

管理責任者 運営委員会
（市役所） ・学校代表
施設管理者 ・自主防災組織代表

※場合によっては学校で対応 （校長等） ・各団体代表

庶 避難人員の管理，各班との連絡調整
務
班 ※運営委員会にて人的配置する

環 避難所の環境・衛生管理，防火防犯対
境 策
管
理 ※運営委員会にて人的配置する

※場合によっては学校で対応 班
食 食糧，生活物資等の請求，保管，仕分
糧 け配付
物
資 ※運営委員会にて人的配置する
班
各 各室への連絡調整，生活物資等の仕分
室 け，配付
責
任 ※運営委員会にて人的配置する
者
○学校内にある避難所運営に役立つ備品，施設等の点検・整理
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避難所収容長期化に対する対応
○児童家庭との連絡方法の確保・たより等の配布
○臨時休校，学校教育再開に関して教育委員会
と連絡・協議

○避難所運営委員会の設置 ○避難者による避難所自主運営管理のための運
○連絡所の設置 営委員会への協力・支援
○避難者名簿の作成，各種書類の整備 ○避難所としての学校施設使用状況に関する教
○避難所周辺の被災状況の把握 育委員会への適宜報告
○避難所の日常業務の管理 ○学校教育活動の再開

収容避難所の閉鎖

○収容避難所閉鎖による校内施設等の通常状態
への回復

○避難者の居住先の確保

（２）避難所開設のための避難所開設に向けての対応

１ 収容避難所開設直後の対応
（１）校長等（施設管理者）の役割

※すでに避難者が校庭に集合しており，白石市災害対策本部からの収容避難所管理
責任者（開設員）が到着していない場合。
①必要な収容スペースを，予め学校として定めておいた開放優先順により開放し，
応急的な収容措置をとる。
②収容避難所管理責任者（開設員）に代わって，「白石市地域防災計画」において
想定されている初期対応
ア 避難所開設状況の白石市災害対策本部への報告
イ 災害弱者への配慮
・寝たきり老人，障害者等の一次受け入れ
・ケガ，病気などの確認
・健康，安全への配慮
・地区防災組織との連携，情報交換

ウ 大量避難者対応のための校庭にテント設営
エ 概括的な避難状況等の白石市災害対策本部への報告
・収容人数，食糧，毛布，寝具等の必要数

（２）避難所開設・運営班としての役割
①学校内にある避難所運営に役立つ備品・施設の点検整理
②地区防災組織の補助
必要に応じて職員を配置

２ 避難収容長期化への対応
（１）校長等（施設管理者）の役割
①避難収容が長期化する場合に，「白石市地域防災計画」において想定されている対応
・避難所運営委員会への協力，支援

②地区防災組織の補助
必要に応じて職員を配置

（２）避難所開設・運営支援班としての役割
避難所開設直後の対応を継続する他，次の項目
①校内の秩序維持，盗難防止，防火見回り

（３）避難所開放区域優先順位
①体育館 ②大会議室 ③１Ｆ多目的室 ④２Ｆ小ホール ⑤音楽室
※具合が悪い人用の個室も必要があれば準備する。
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６ 授 業 再 開 に 向 け た 対 応 マ ニ ュ ア ル

○３号配備（市内震度６以上），教職員は家族の安全を確保し
た後，直ちに学校に集合する。

地震等災害発生 ○学校災害対策本部を設置
○状況に応じて臨時休校等の措置，教育委員会や保護者に連絡

○目視点検を基本とした校舎等の被災状況確認（校舎配置図
教職員の参集 による確認）

○電気，水道，電話の被災状況確認
○教職員及び家族の安否確認
○教職員の住居の被災状況確認
○児童等及び保護者の安否確認
○児童等の住居の被災状況確認
○避難所の状況

災害状況調査 ○地域（通学路等）の被害状況確認

○校舎等被害に対する応急処置
○校舎等の安全点検，危険度判定調査
○避難所開放区域表示，導線の確保
○ライフライン，仮設トイレの確保
○生徒等の心理面への影響確認

授業再開に向け，前 ○教室確保（他施設の借用，仮設教室の建設）
後策の検討，教育委 ○通学路の安全確保
員会との協議 ○避難移動した生徒等の就学手続きに関する臨時的措置

○児童等の動向把握（避難先等の把握）
○学用品，救援物資等の受け入れ
○避難所の運営状況

○心理面の安定確保，当面の予定の周知
○生徒等の確認と学級編成

臨時登校，家庭訪問， ○避難移動した児童等の把握
被災状況調査 ○生徒等のより具体的な被害状況確認（教科書，学用品等）

○保護者への連絡方法の確認
○通学の安全指導
○避難移動した生徒等の移動先訪問，実情の把握（在籍校へ
の復帰時期等）

○校舎施設・設備の復旧，仮設教室建設
教育委員会との協議 ○授業形態の工夫
・調整 ○教職員の配置（学級担任，臨時時間割編成）

○教科書等の確保
○教職員不足の場合の対応
○学校給食対策
○学費の援助，教育事務の取り扱い

再 開 ○授業再開への協議，再開時の保護者への連絡
○被災児童等への学力補充と「心のケア」対策
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７ 日常的な学校の防災活動

日常の安全教育及び安全管理を推進し，また，災害が発生した場合においても速やかに児童
等の安全確保を図るため，防災計画に次の事項について定めておく。

学校防災委員会の設置 ○適切な安全指導及び施設・設備の管理を行う。

○学校の防災体制の推進に必要な計画を検討，策定し，実施する。

○災害の状況別の具体的対応策

災害対応マニュアル作成 ○児童等の安否確認，保護者への引渡し計画

○関係機関への連絡体制の整備 など

避難所開設・運営の支援 ○学校としての支援体制及びＰＴＡや地域関係団体との分担を整備する。特

マニュアル作成 に，児童等の安全確保，速やかな学校再開に向けた分担を優先した体制を

整える。（ＰＴＡ，大鷹沢自治会，地元自主防災組織等）

学校施設・設備等の点検・整備 ○石油倉庫や薬品保管庫等の危険物保管所はじめ校内及び校地内の施設

・設備全般について点検を実施する。(定期・臨時・日常の点検)

○消防法に基づく点検・整備

○学校保健法施行規則 22条に基づく点検・整備

防災上必要な用品等の点検・整備 ○保管場所の把握

○重要書類等の適切な保管（校長室防火金庫）

校長印，学校沿革史，卒業証書台帳，指導要録，人事関係書類など

○非常持ち出し袋…避難時に携行（職員室）

児童名簿，引き渡しカード，ラジオ，拡声器

避難経路・避難場所の設定及び確認 ○災害状況別（在校時，登下校時等）に具体的な避難 方法及び第一次

避難場所，第二避難場所，第三避難 場所を設定し，年度初めに確認

しておく。

○児童等，教職員の共通理解

防災教育の実施 ○｢自分の命は自分で守る｣ということを基本に必要な知識・技能・態度

の育成を図るため，教科等の時 間も含めた指導（防災教育年間指導

計画に基づいた 指導）

○児童の発達段階に応じた防災教育の実施

○多様な状況を想定した避難訓練の実施

○家庭，地域とともに考える防災教育の実施

○防災研修の実施 ○｢心のケア｣の視点に立つ研修

情報・連絡体制の整備 ○円滑かつ的確な情報の伝達（行政防災無線・メール などの活用）

○一元的な情報の管理

○学校内における情報の管理・連絡体制や災害時に連絡すべき機関のリ

ストアップなど情報連絡体制の整 備

○ＰＴＡと災害時の協力体制，緊急連絡方法の協議

○白石市の近隣校，地域団体（大鷹沢公民館等）との連携

家庭・ＰＴＡ・地域との連携 ○各種の機会を通じて，避難所開設・運営や学校防災 計画の内容や災

害発生時の児童等の動向，学校の対 応などを知らせておく。

・災害情報の収集 ○在校時災害における学校への連絡方法の周知や在校 時外の報告にか

・警察，消防機関等への通報 かる協力の要請。

・マスコミ，親類等，外部への対応 ＊日頃からの｢開かれた学校｣
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８ 教職員在校時の災害対応マニュアル
①基本的対応

○的確な指示（頭部の保護，机の下などへの避難，机の脚を両手
でしっかり押さえる，その場を動かないなど。配慮を要する生

地震発生 徒等への対応）
○火災など二次災害の防止
○負傷者の確認

生徒の安全確保

○避難経路の安全確認
○全校避難指示

校舎外避難の決定と指示 ○人員確認

○的確な指示（頭部の保護，あわてない，押さない，しゃべらな
校舎外避難（運動場） いなど）

○教職員の連携（誘導，負傷者搬送など）
○児童等の名簿・出席簿携帯

避難後の安全確保
○人員の確認と安否確認
○負傷者の確認と応急処置関係機関への連絡（関係機関一覧表）

学校災害対策本部の設置 ○児童等の不安への対処

○教職員各自の役割確認と校長の業務指示
連 避 安 救 避
絡 難 全 護 難 ※学校災害対策本部設置後の動きは，１危機管理計画，各班の業
班 誘 点 班 所 務内容に基づく

導 検 の
班 ・ 開

消 設
火 ・
班 運

営
の
支
援

校舎外避難後の対応
決定

保護者への連絡

避難継続
○校舎内
○運動場
○指定広域
避難所 ○児童等の校舎外避難後の対応決定（児童等を保護者に引き渡す場合の

方法や保護者への連絡方法，また保護者と連絡が取れなかった場合の
下校方法，さらには児童等を学校で避難継続する場合やその後引き渡

保護者への引渡し す場合の連絡方法について，基本的パターンを定め，学校と保護者と
の共通理解を図っておく必要がある。）

○対応決定後の保護者への連絡
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②被災状況別の対応
ア 授業中（基本的な安全確保の形態）

※ 避難経路の確認，避難の指示は職員室で待機中の教職員が行う。
場 所 共 通 事 項 個 別 事 項
普通教室 ○机の下に頭部を入れ，机の脚を両手で

しっかり持つように指示
○火気使用中であれば消火をする。

特別教室 ○教師の指示による安全確保の的 ○実験中であれば，危険回避の指示
確な指示(頭部の保護，窓や壁際
から離れさせる) ○中央に集合させ，体を低くするよう

体育館 に指示(建物の構造や体育用具の位置
○火気使用中であれば消火する によっては，柱や壁に寄り添うほう

がよい場合もある)
校 庭 ○児童等の人員等状況確認や周囲 ○建物や器具から離れ，中央に集合させ

の安全確認 体を低くするよう指示
○すみやかにプールの縁に移動させ，

○余震や二次災害に備え，児童等 縁をつかむよう指示
プール を落ち着かせる ○揺れが収まれば，すばやくプールか

ら出るように指示
○避難準備(サンダル・靴を履き，衣服
やバスタオルで身を守る)

イ 教師と児童等が離れている場合

（始業前，休み時間，放課後）
場 所 児童等の行動 教 職 員 の 対 応

○揺れている間は，机の下や帽子， ○全校指示（揺れが収まるまで，頭部
上着等で頭部を保護して待機する を保護しするように指示）

階段，廊 ○落下物や倒壊物に気をつける ○避難経路，避難場所の安全確認
下，トイ ○揺れが収まり，放送や教師の指示 ○教職員は担当箇所に向かい児童等の安
レ等 に従い，校舎外避難場所に避難す 全確保，指示誘導

る
○周囲の安全確認 ○校舎外にいる児童等の安全確保，負傷
○建物，遊具，ブロック塀，窓ガラ 者の応急手当

校庭等 スなどの近くから離れる
○揺れが収まるまで，頭部を保護し
広い場所の中央で待機する
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９ 学校外活動中の災害対応マニュアル

○正確な状況把握と的確な指示
（下見時の見学施設の把握，避難経路・避難

地震発生 場所の確認，施設管理者等との打合せ）
○バス等に乗車中は，係員の指示に従う。
○児童等の不安に対する対処

安全確保 ○避難場所，救護施設がない場合，地元の人や機
関等から情報を入手し，的確な対応
○施設管理者等の指示に従う
（グループ行動時の約束に基づく）

近くの避難場所へ避難 ○人員確認，負傷者の応急手当
○児童等の不安に対する対処
○山中での崖崩れ，落石に注意
○地元公的機関への救援要請

避難後の安全確保
○学校への連絡，状況報告を行い，指示を受け対
応（不通の場合は，教育委員会や公的機関）
○学校から教育委員会への連絡
○学校から保護者への連絡

学校への連絡 ○教育委員会から指示，地元公的機関への救援要
請

避難後の対応決定

※ 修学旅行等，市域外で学習している時に白石市内に地震が発生し
た場合
・地震の規模，被害状況等の情報収集
・学校又は教育委員会へ連絡，指示を受け対応
・地元公的機関や関係機関（旅行業者等）との連携
・児童の不安に対する対処（状況説明，今後の対応等）
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１０ 登下校時の災害対応マニュアル

児童等の行動 教職員の対応

地震発生 地震発生
○頭部を保護し，身を ○校内残留生徒等の
低くする。 安否確認。

○車道に出ない。 ○通学路上，避難場
○建物，ブロック塀， 所の生徒等の安否
窓ガラスから離れる 確認（児童等引き

安全確保 取り確認カードの 安否確認のため
持参） の活動開始

○揺れが収まったら，
状況に応じて公園，
学校等の避難場所，

近くの避難場所 あるいは自宅に避難 通 校 自
へ移動 する ○保護者，地 学 内 宅

○自宅や学校に避難す 域と連携し 路 巡 確
ることが困難な場合， 生徒等の所 巡 視 認
教職員や保護者，地 在確認 視
域の人が来るまで，
そのまま待機する

児童等の保護
○家庭への
確実な引

自 宅 学 校 渡し
○家族不在
時は学校
で保護

避難後の対応決定

◇ 状況に応じた対応（児童等の安全確保のた
めの学校・保護者・地域との連携）ができる
ように事前の協議が必要である
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１１ 教職員在校時外の災害対応マニュアル

地震発生 職員が学校に参集する前に自主的に避難した
住民がある場合、市や大鷹沢自治防災組織の運
営の基，体育館を開け、避難民を受け入れる。
学校長の指示が無くとも、職員は自主的な避

難民がある場合、体育館に受け入れる。

白石市域内に震度６弱以上の地震が発
生したときには，全教職員は，家族等の安
全を確保した後，直ちに職場に集合する。

教職員の
参集

※学校災害対策本部設置後の動きは，危
機管理計画，各班の業務内容に基づく

学校災害対策本部の設置

連 避 安 救 避
絡 難 全 護 難
班 誘 点 班 所

導 検 の
班 ・ 開

消 設 ◇ 災害時の教職員連絡網及び非常配
火 ・ 備体制の事前整備
班 運 地震の規模により，必要な場合には，

営 教職員の迅速な対応が要求されるの
の で，教職員の共通理解の下，非常配備
支 体制及び連絡網の整備をしておく必要
援 がある。また、電話回線が不通で連絡

が取れない場合もあるので，職員はマ
ニュアルにしたがって行動をとる。管
理職には連絡の取れ次第報告。

保護者への連絡
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１２ 地区巡視及び集団下校対応 

防災安全担当 

 

○集団下校が決定した場合の動きについて 

１ 管理職・防災安全担当により集団下校決定 

２ 担任・児童に連絡（下校時刻等）⇒防災主任 

  ※担任は集団下校が決定しだい，児童名簿に児童の帰宅コースをチェックし， 

教頭に提出する。 

３ メール配信⇒管理職 

４ 多目的ホールに集合 

５ 下校開始 

※学校待機→校長，教頭，事務，用務員，防災主任 

 

○集団下校担当 

コース 担当 引率場所の目安 

白１  十区集会所付近 

白２  東栄電設付近 

赤１  大鷹沢保育園 

赤２  (有)アルヱク 

赤３  伊藤商店付近 

水色  畑を越えて大通りまで 

青  阿保原地蔵堂まで 

バス  １人は大町バス停まで 

お迎え   

 

※   は車で巡回し，先生方をピックアップする。 

※バス時刻表 

 丸森  １４：４２ １６：３８ 

 大町  １５：４５ 

 児童館 １５：３０ 

 

○その他 

 引率終了後は教頭先生に報告する。 

 児童名簿は大槻先生の後の棚に準備しておき，緊急時に使用。 
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１ 大 地 震

授 業 中 休み時間・放課後の活動中

授業者は必ず児童を揺れが その場に居合わせた教師は
おさまるまで机の下にもぐ 地震の初期対応行動をさせ，
らせ待機させる。 待機させる。

避 難 放 送

校庭に避難完了

地震による被害の度合い確認
校舎内・通学路または地域の状況

⇒ 教職員非常配備計画参照

震度６以上の場合，安全な学校に待機
白石市内統一

震度１～５で
環境・設備等に問題ない場合

通常授業
状況によって日程変更あり

大地震発生

避難させるべきか待機させるべきか

判断は，校長・教頭・主幹・防災主任

状況により，近隣学級・学年で判断も

問題ない

震度６以上の場合，市内小中学校は

安全な学校に待機。

迎えが来るまで待つ

迎えが来ない場合

学校待機

※親に引き渡すまで

責任がある

緊急車両

は期待で

きない

壊滅的

３．１１の際，白石は震度６弱
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２校舎火災

授 業 中 休み時間・放課後の活動中

とにかく

複数が現場に急行 火災が発生したこと
携帯電話所持 を知らせる

現場確認者は的確な判断を行う

児童の安否確認と避難・消 火 活 動
児童の避難を最優先 ※消火活動は無理なく

消火活動

全校における情報の共有
実施可能な応急手当 ・負傷者の有無，程度

養護教諭中心 ・現場の位置と現状 報告

決定と指示 校長 教頭及び防災主任

救急車・消防車の要請

救急車に同乗
校舎外に誘導 緊急車両誘導

付き添い看護・学校 ※指示を受けた職員

への連絡

避難後の安全確保
保護者への連絡

① 教育委員会へ連絡は校長

保護者への引渡し ② 保護者への連絡は，教頭または担任等

火災発生 火災発生

非常ボタンを押せ

負傷者あり
負傷者なし 消防要請なし

消防要請必要

119番通報
①白石市立大鷹沢小学校です。

②○○より出火中。状況確認中。

③住所は白石市大鷹沢字五丁目24-1
④電話番号は0224-25-3714
⑤児童数・・・名，職員・・・ 名

避難中です。

⑥負傷者は・・・

⑦通報者は・・・

１１９番 【健康調査票準備】

①白石市立大鷹沢小学校です

②負傷者の氏名○，年齢○歳，性別

③現在の状況は・・・

④掛かりつけの病院・持病・・・

④住所は，白石市大鷹沢字五丁目24-1
電話番号は0224-25-3714
⑤通報者は，・・・

* 救急車の誘導者配置

救急車の要請

避難指示

ただいま，○○室より

出火しています

全校の皆さんは，○

○を通って

○○に避難しなさい。
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３豪雨

下校に対しての決定は次
のとおり

判断
・校長
・教頭
・主任

下校認める 一時学校待機
学区内要巡視 教室・ホールその他

生活指導部中心に・通学路状況を確認

天候回復 天候回復せず
下校開始 引渡し及び待機
職員要巡視

天候変化

１時間に５０ｍｍ弱

水害・土砂災害のおそれなし

強い雨

１時間に５０ｍｍ以上

土砂災害のおそれあり

豪雨

土砂災害等

が懸念
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４雷雲

放課後・下校時

外で活動中の児童
担当者（教頭・防災主任）がただちに打ち合わせを行う

上空の状態を確認

様子をみながらの活動
雲の動き要観察

職員室へ連絡
避難放送の開始

教頭中心

担当は外で活動している全児童の避難呼びかけ，誘
導にあたる

空き教室等を利用
担任等が指示を出し待機させる。

外には出さない

雷雲発生

近づく可能性高近づく可能性低

下校させない

一時学校待機
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５蔵王噴火

授業中・業間中・放課後の活動中

屋外において活動している児童・生徒は屋内へ避難

児童・生徒屋内待機 状況の確認
学級担任が児童・生徒を掌握 校長・教頭・防災主任中心

参 考

「噴石「火砕流」の恐れがある範囲は，
刈田岳・熊野岳・地蔵周辺の中央蔵王

下校に対しての決定 一時学校待機
判断・校長・教頭・防災主任 児童・生徒にマスクを着用させる

下校認める 引き渡し開始

職員学区内要巡視 ※引渡しの判断基準

・通学路状況を確認

蔵王噴火

白石市内および小原地区は

火山灰による被害が懸念

降灰について

小原地区では１センチ

降灰なし 降灰確認
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６ 原発事故等

授 業 中 休み時間・放課後の活動中

授業者は児童を教室待機さ 室内への避難指示放送，避難
せ，屋外での活動中であれ 誘導を行い，室内に待機させ
ば，屋内への誘導及び，窓 る。
を閉める等の対応。

原発の事故等発生

放射能漏れ・飛散の情報

避難させるべきか待機させるべきか

判断は，校長・教頭・防災主任

問題ない

２０１１の東日本大震災に伴う津波の影響で，福島第一原発から放射能が放

出された。

その教訓を生かし，原発の事故等が発生し放射能の飛散が予想される場合の

対応

迎えが来ない場合

学校待機

※親に引き渡すまで

責任がある

避難放送

放射線量高い

情報収集

判断

通常下校 保護者引渡し
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７ Jアラート 

2016年より弾頭部分が日本の排他的経済水域に落下するケースが

発生している。弾道ミサイルが国内の領域・領海に落下するケース

がある場合にも対応する知識や理解が必要である。 

授業中 休み時間・放課後の活動中 

Jアラートの発令 

ミサイルの落下位置の情報 

避難放送 

日本上空を通過 日本の領土・領海に落下 

授業者は児童を多目的ルームに集める。屋外にいる児童も速

やかに多目的ルームに避難させる。（近くに着弾した場合，換

気扇を止め窓を閉め，目張りをして室内を密閉する。） 

その場に留まり，テレビ・ラジオ・インターネ

ットにて情報収集。 

避難行動の解除は，県教育委員会が行う。 

通常生活に戻る。 
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１ 傷害事故

授 業 中 休み時間・放課後の活動中

事故発生 事故発生

状況により 複数で現場に急行

実施可能な応急手当て

暴力行為生徒に対し，相当の覚
悟をもって防御体制を整える。

暴力行為児童に対し，相当の覚悟を
協力者召集 もって防御体制を整える。
第１ 隣の学級の授業者
第２ 職員室

隔離

被害者
実施可能な 軽度 頭部 重傷
手当て

治 療

必ず医者の
診察を受ける

救急車要請
決定と指示
校長・教頭

救急車に同乗
・養護教諭
・事故の状況把握者

付き添い学校へ連絡

①教育委員会への連絡 校長 保護者への連絡
②保護者等からの照会に対する対応 教頭 ・学年担当者
③状況によっては教職員待機 ・保護者への引渡
④状況によっては保護者（ＰＴＡ）の非常召集と事情説明

校長

事故発生 事故発生

加害者

生活指導部中心
被害者

養護教諭中心

１１９番 司令官に

聞かれること

・負傷者の氏名、年齢、性別

・何時ごろ

・何をしていてどのようになっ

たのか

・現在の状況

・緊急車両の誘導者と到着場

１１０番 司令官に

聞かれること

・事故か事件か

・電話した者の氏名 年齢 住

所

・状況の説明

・現在の状況

学校長が

判断する
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２ 交通事故

登下校中

親へ連絡

救急車の要請・警察への通報
まだ要請・通報をし すでに地域住民が要 接触事故
ていない 請・通報をしている 児童は軽傷

救急車要請 ・ 親への連絡
・ 加害者の確認
・ 警察への通報の
確認

家庭環境調査票をもとに
・児童氏名
・年齢
・住所
・親の氏名
を救急隊員に伝える。

搬送先の決定

親の連絡について ・職員１名 救急車に同乗
学年担当中心に連 ・職員１名 学校に連絡
絡をとり続ける （ 状況と病院名） ・ 必要な応急手当

※親がかけつけた場合は，同 （養護教諭中心）
家庭への連絡内容 乗の必要なし ・ 親への説明
・事故の状況 （学年中心）
・本人の容態 ・ 警察への連絡
・搬送先 （教頭 ）

付き添い看護 学校へ連絡

保護者へ引き渡し

① 教育委員会へ連絡 校長
② 保護者への連絡 学年
③ 保護者等からの照会に対する対応

教頭

事故発生 親からの連絡地域住民等

親以外からの情報

・児童の状況確認

・搬送先の確認
現場に急行する

必ず２名以上
持ち物

家庭環境調査票

及び携帯電話

１１９番 司令官に

聞かれること

・負傷者の氏名、年齢、性別

・何時ごろ

・何をしていてどのようになっ

たのか

・現在の状況

・緊急車両の誘導者と到着場

加害者側が怪我の確

認のみで立ち去って

いた場合は，警察に

情報を入れます

ひき逃げになる

Ⅳ－2



３プール事故

授 業 中 夏季休業中

事故発生 事故発生
ＡＥＤは職員室前廊下に設置

児童を職員室に向かわせる ＡＥＤ準備 プール監視が準備する
（トランシーバーによる連絡も行う） （職員に通報）

授業者は以下のことを行う 水直は，以下のことを行う

授業者・水直が 容態を確認

必要な応急手当

異物はあるか口の中を調べ
る

必要な応急手当

必要な応急手当 気道確保・呼吸確認

楽な体位にする

救急車の要請
授業中は 養護教諭 教頭 教務 人工呼吸開始
休業中は 日直を中心

救急車に同乗
・養護教諭
・事故の状況把握者

付き添い看護者・学校へ連絡

保護者への連絡・学年担当者

保護者への引渡

① 教育委員会へ連絡は校長
② 保護者への連絡は学年主任
③ 保護者等からの照会に対する対応

は教頭

事故発生

ＡＥＤ

準備

事故発生

意識がある 意識がない

異物なし異物あり

呼吸あり

呼吸なし

AED開始１１９番 司令官に

聞かれること

・負傷者の氏名、年齢、性別

・何時ごろ

・何をしていてどのようになっ

たのか

・現在の状況

・緊急車両の誘導者と到着場
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４感染症

授 業 日 休 業 日

児童の掌握・二次被害の防止
事故発生状況の記録 緊急メール配信

（記録は防災主任が担当）
教職員学校集合

家庭連絡 受診させる
実施可能な応急手当

救急車の要請 救急車の要請

救急車に同乗
養護教諭

学校への連絡

保護者への連絡 保護者への連絡
当該学年中心に実施 当該学年中心に実施

児童下校 家庭訪問等
当該学年中心

①児童の回復状況の把握
②教育委員会へ連絡（校長）
③全職員の検便と校舎内外の消毒
④保護者への事情説明（校長）
⑤保護者等からの照会に対する対応

（教頭）

授業再開について教育委員会と協議

保護者への連絡

事故発生 事故発生

１１９番 司令官に

聞かれること

・負傷者の氏名、年齢、性別

・何時ごろ

・何をしていてどのようになっ

たのか

・現在の状況

・緊急車両の誘導者と到着場

疑いあり 軽 度重度
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５食物アレルギー

洗い流す。触らせない。
触った手で目をこすら
せない。

口からだしすすがせる。

すぐ，保健室へ連れて行く

症状を観察
発症が見られず，元気がない。 アナフィラキシ アナフィラキシー じんましん
落ち着いている ーの疑いあり。 の既往のある生徒 喘息の症状あり

である。エピペン
が処方されている
児童である。

学級担任が保護者へ連絡 医療機関へ搬送
予断や推測を交えない。事実をしっかり伝える。 救急車の要請
病院へ搬送の場合，指定の病院を確認する。

搬送先を保護者に伝える。

保護者へ引き渡す

① 児童の被害状況の把握 養教
② 教育委員会へ報告 校長
③ 保護者等からの照会に対する対応 教頭

アレルゲンが衣服についた

アレルゲンを誤って食べた

様子がおかしい

アレルゲンを口に入れた

３０分～６０分

要 観 察
要観察

・必要時気道確保

・人工呼吸

・エピペンの使用

（保健室戸棚に保管）

１１９番 司令官に

聞かれること

・負傷者の氏名、年齢、性別

・何時ごろ

・何をしていてどのようになっ

たのか

・現在の状況

・緊急車両の誘導者と到着場

・原因となるアレル

ゲンや状況等を正

確に伝える。

・既往などについて

分かる資料を持参

する。

・エピペン使用を医

師に伝える。

エピペン使用の場合の重要項目

アナフィラキシーが現れたと

き，必ず使用する。

この時，次のことを必ず行う。

①症状をメモ

②エピペン使用の時間をメモ

③使用後は必ず救急車を呼ぶ
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６不審者

現場に駆けつける
相手の状態を観察

相手の話に同調し
場所を変える。

校長室・保健室
※教頭・担当学年を紹介する。

所 持 物 品
防犯スプレー・刺股
その他 可能な全職員現場に急行

児童に被害はあるか

可能な応急処置

警察へ引き渡す

救急車要請
救急車の要請

救急車に同乗 養護教諭中心

付き添い看護者は学校へ連絡

学年担当保護者へ連絡

保護者へ引き渡す

不審者あり

暴れているクレーム等

緊急通報システムを作動させる

被害がある

１１９番 司令官に

聞かれること

・負傷者の氏名、年齢、性別

・何時ごろ

・何をしていてどのようになっ

たのか

・現在の状況

・緊急車両の誘導者と到着場

非常通報ボタン

火災報知機

インターホン

被害なし

児童誘導・避難
暴漢の排除・拘束
警察の要請

負傷者の
安全確保
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７いじめ発生

授 業 中 休み時間・放課後の活動中

教師の対応

児童からの情報 外部からの情報

学年主任・生活指導担当に報告

校長（教頭）に報告

該当児童の事情聴取
担任担当 生徒指導担当

臨時いじめ対策委員会の開催
安心して学校生活を送ることを第一に考えた

うえでの指導の方向性を確認。
※ 対応と決定の指示「校長（教頭）」

被害児童・生徒及び加害児童・生徒，互いの生活の充実に向けて，教師の分担は，確実に実行する。
被害者の家との連携 学年主任・教頭
被害者児童とのかかわり 担任・心をよせている教師
加害者の家庭との連携 学年主任・担任・教頭
加害者児童とのかかわり 担任・心をひらける教師

保護者への連絡
家庭訪問

保護者への引渡し

事故を確認 事故を確認

目に見える攻撃

暴力・いやがらせ・からかい
水面下での攻撃

手紙の受け渡し・無視

ネット上での攻撃

誹謗中傷・名誉棄損

悪質な場合

白石警察署

0224-25-2138
主な部署

・生活安全課

・サイバー犯罪対策室

１～２週間は

児童の近くで観察する
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傷 害 事 故 発 生 時
ダイジェストマニュアル

児童の命を最優先

完全に隔離

別室に入れる

被害者児童の状況確認

・軽度は保健室にて治療

・頭部関係の怪我は必ず病院

・重傷は救急車の要請

救急車に同乗する

各学年中心に親と連絡を取り

搬送先に向かわせる。

診察終了

親に引き渡す

事実の説明

被害届等の話し合い

養護教諭中心に

判断

養護教諭 中心

加害児童の隔離

・強い指導

・心で語る指導 判断する

警察署への通報

生活指導担当中心に署に向かう

事情説明

校長が判断する
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交通事故発生時
ダイジェストマニュアル

生徒の安全を最優先

救急車・警察はすでに

呼ばれている場合あり。

現場に２名以上で向かう

救急車の要請及び警察への連絡

搬送先の確認をしたらすぐに学校へ連絡

救急車同乗（養護教諭中心）１名

現場に向かった職員は

救急隊員に，生徒の情報を知らせる。

保護者へ引き渡し

教育委員会への連絡

保護者等からの照会に対応

教頭及び防災主任の仕事

・搬送先の確認

・救急車同乗教諭との連絡

・生徒の容態を学年に伝える。

・親に連絡 学年担当中心

・２名はその場で即決定

生徒の家庭環境調査票を必ず持参する

・委員会へは校長

・保護者等からの照会につ

いては教頭

１人 救急車に同乗する覚悟で向かう

１人 学校との連絡及び警察との連携

１人 救急車に同乗

１人 生徒情報提供及び搬送先確認

警察との連携
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プール事故発生時
ダイジェストマニュアル

児童・生徒の安全を最優先

現場の状況を職員室に知らせる・・・児童

授業者・水直・・・人工呼吸開始

ＡＥＤ所持

現場に教職員到着

救急車の要請（誰かではなく即決断しコール）

救急車同乗（養護教諭中心）

当該学年担当が保護者に連絡

保護者へ引き渡し

教育委員会への連絡

保護者等からの照会に対応
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感染症 発生時
ダイジェストマニュアル

児童・生徒の安全を最優先

児童・生徒の掌握・二次被害の防止

担任から養護教諭へ

事故発生状況の記録

記録担当者・養護教諭・防災主任

救急車要請

注:事故発生状況の記録必要

養護教諭中心に同乗

搬送先決定

一般児童・生徒の健康状態を再度確認

担任中心

保護者への事情説明等

学校長

当該学年中心に保護者へ連絡

養護教諭からの連絡を受ける

場合によっては臨時打ち合わせをもち，時程等を変更。
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食物アレルギー（アナフィラキシー）発症時
ダイジェストマニュアル

児童の安全を最優先

要観察

絶対に児童一人にはしない

応急処置

・触れたら洗う ・口にしたらはかせる

保健室に連れて行く

養護教諭中心に同乗

搬送先決定

救急車の要請

保護者へ引き渡す

当該学年中心に保護者へ連絡

養護教諭からの連絡を受ける

救急車要請

教頭・養護教諭を中心

付き添いとの交信

教頭・防災主任

アナフィラキシー発症

子が自らエピペンを使用した

教員がエピペンを使用した

・症状を確認し，しっかりメモをとる。

・使用した時間をしっかりメモしておく。

必

ず

要

請
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不 審 者 乱 入 時
ダイジェストマニュアル

児童の安全を最優先

暴漢の存在を知らせる

現場に急行

負傷者・・安全確保（可能な手当て及び救急車要請）

暴漢・・・・排除（拘束及び警察要請）

負傷者・・養護教諭中心に同乗（搬送先決定）

暴漢・・・・警察への引渡し（事情説明）

保護者への事情説明等 学校長

報道関係 教頭

当該学年中心に保護者へ連絡

養護教諭からの連絡を受ける

場合によっては臨時打ち合わせをもち，時程等を変更。

所持物品

児童へのケアー 担任中心
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１ 地震対応訓練 

 

１ ねらい 

地震の危険性と避難の仕方を理解させ、安全に避難する態度を育てる 

２ 期日 

平成  年 月 日（ ）10時 05分地震発生      行事１ 

３ 想定 

１０時０５分に震度５以上の大規模な地震が発生。約１分間の揺れが続き，校舎

はいたるところが破損している状態である。なお，放送機器が故障したため，放送

での指示はなしとする。 

４ 事前指導      

 地震発生の際の行動，避難経路の確認，持ち物の確認 

 避難時の行動「おはしも」（おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない） 

 教室等の安全確保 

    地震の時は，出入り口を開ける。 

    火災の時は、窓や出入り口を閉める。 

    どちらも，カーテンを開け，電気を消す。 

５ 本時の指導 

時間 内 容 指導内容等 児童の動き 

10:05 

 
地震発生 

（教頭） 

・放送「訓練」 

・緊急地震速報等の音源を流す。 

  

 

 

一次避難 

（教室 

 担任） 

・戸を開ける 

・火災等の災害防止 

・児童の安全 

・放送をしっかり聞く 

・机の下へ一次避難 

・校庭中央へ一次避難 

10:07 

 
検索指示 

 

・校長は２階の各担任に指示。 

・教頭は１階の各担任に指示。 

10：07 検索 ・教室，廊下，階段（校長・6 年）の状況を確認し，各階で共有する。 

10：09 

 

 

二次避難 ・１，２年はベランダから 

・３，４年は中央階段から 

・５，６年，特支は東階段から 

 

 

・赤白帽子をかぶって避難場所へ

避難開始 

・「おはしも」を守って行動する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:20 

 

 

避難完了 

 

・児童の人数確認 

・けが人の有無の確認 

・教頭に報告 

・整列 

・口を閉じて座る 

・教頭が遅い時は防災主任へ報告 

11:22 講評 ・校長の話 

11:27 終わり 

 

・防災主任の話 

11:30 学級指導 ・「私たちの安全」「防災読本」を使用し教室で指導 

・本部の設定（養教） 

※非常持出袋，欠席板 

・2 階から 1 階を検索し 

残留児童の確認（教務） 

・家庭室，ガス確認（業務員） 

・理科室，ガス確認（  ） 

・家庭環境調査表を持ち出す 

（事務） 
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６ 避難経路図 

児童避難経路

児童避難経路　A（階段使用可）

音楽室

理科

準備室 理科室

２階

学習室

図書室 小ホール
Ｗ

Ｃ

３組 ４組

Ｗ

Ｃ

WC

WC

大会議室

配膳

室 図工室

１階

コンピュータ
室 ３の１ ４の１ ５の１ ６の１ ２組

２の１

倉庫
昇
降

口
多目的ホール

家庭科室

放送室

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

WC

WC

玄関
ＷＣ 体育館へ

職員室 校長室
書庫

保

健
室

１の１
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２ 火災対応訓練 

                              

１ ねらい 

  火災が発生した際の避難の仕方を理解させ，安全な行動ができるようにさせる。    

 

２ 期 日  

   平成  年  月  日（  ） ２校時（９:３５ 火災発生想定） 行事１ 

 

３ 火災場所  

  ２階 理科室  

 

４ 災害・避難の想定  

 （１）6 年児童の実験中，理科室から火災が発生した。児童の避難を優先し，すぐに初期消火

はできない状態にある。朝からの強風にあおられ，校舎全体に燃え広がる恐れがある。 

 （２）児童の早急な避難が必要。緊急度が高く，何も持たず上靴のままで避難する。 

 

５ 内 容  

 （１）事前指導    

    ・火災発生の際の行動について「おはしも」の徹底  

  ・避難経路の確認（東西階段，出入口，避難場所など） 

  ・持ち物の確認   （紅白帽子・ハンカチ） 

    

 （２）本時の流れ 

 

 ○事前指導  

 ○避難訓練  

  ①火災発生・連絡  

  ②避難開始  

  ④避難完了  

  ⑤消火器体験（水消化器） 

   ⑥講評  消防署からの話  

校長先生の話  

  ⑦解散・後始末  

 

  

 

 

６ 避難経路   

 

 

※雨天時は避難場所を変更して実施  

児童避難経路

出火元

３組 ４組

コンピュータ
室 ３の１ ４の１ ５の１ ６の１ ２組

学習室

図書室 小ホール
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

WC

WC

火災対応避難訓練　児童避難経路

音楽室

理科

準備室 理科室

２階

玄関
ＷＣ 体育館へ

職員室 校長室
書庫

保

健
室

１の１ ２の１

倉庫
昇
降

口
多目的ホール

家庭科室

放送室

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

WC

WC

大会議室

配膳
室 図工室

１階
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７ 本時の指導 

 

火災発生  

（理科室） 

火災受信機による火災の

の覚知（非常ベルなど） 

人による発見  

避難誘導  

放送により指示  

出火箇所を避けて誘導  

火災発見！ 

職員室へ連絡，非常ベル 

現場に急行し，確認。 

（送話器，消火器を持参） 

通報 ※通報マニュアル 

落ち着いて１１９番通報 

初期消火  

基本２人体制（送話器，消火

器持参） 

 

避難場所に集合・待機 

けが人の有無  

逃げ遅れ等の確認  

消防隊に情報提供 

避難人数（逃げ遅れ等） 

出火箇所  
避難人員の確認 

訓練終了  

「火事だー！ 

火事だー！」 

・本部の設定（養教） 

※非常持出袋，欠席板  

・2 階から 1 階を検索し 

残留児童の確認→初期消火

（教務） 

・初期消火（業務員） 

・家庭環境調査表  

出席簿      を持ち出す 

（事務） 
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８ 学級ごとの訓練時の動き 

  【児童・学級担任】 

 

学年  

 

動  き 

 

６年 

 

 

・理科室で学習中。 

実験中，火災の発生。「火事だ！火事だ！」と大声で伝える。非常ベルも使用。 

１年 ・体育館より避難。家庭科室から出火のため，体育館後方より避難。 

３年 ・音楽室より避難。 

その他 ・各教室より避難。 

 

 

９ その他                                           

 

   ・初期消火は，出火箇所の直近にいる教師が行う可能性が高いので，全員が消火器等の 

   消防用設備使用方法を知っておく。 

 

     ・防災無線は，特に停電などの時に有効な通報機器なので，使用方法を知っておく。  

 

  

 

 【消防署への通報マニュアル】 

 

 １．火災か救急か →「訓練火災，訓練火災」 訓練を 2 回繰り返す。 

 

  ２．住所・施設名  

 

  ３．何階建ての建物の，何階，どの部屋から出火したか 

 

  ４．東西南北，どちら側か 

 

  ５．どこに避難したか 

 

  ６．逃げ遅れ，負傷者はいないか 

 

  ７．児童数，職員数  

 

  ８．通報者の氏名，施設の電話番号  

 

１０ 全体図  

校舎  

タイヤ プール 

避難場所  

消火

訓練  

体育館  
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３  不 審 者 対 応 防 犯 訓 練 

                     白石市立大鷹沢小学校 

１ 目的 

・児童が自分の身を守るため，不審者侵入に対する危険性と避難の仕方を理解し， 

素早く行動できるようにする。 

    ・不審者侵入に対し，教職員が連携を図りながら，児童の安全を守るため，迅速， 

   適切に行動できるようにする。 

 

２ 日時 

  平成３１年５月２９日（火）１０：５０～１１：３５（行事１） 

 

３ 想定 

 (1) 凶器を隠し持った不審者が，業間休みに正門から侵入。 

 (2) 児童は事前に避難の仕方について具体的に指導をされている。 

 

４ 不審者役 

  白石警察署に依頼 

 

５ 本時の指導 

時間 内 容 指導内容等 児童の動き 

10:50 

 
不審者 

進入 

業間時間 

凶器を隠し持った不審者（警察署職員）が正門から校庭に侵入。 

 

10:53 

 

 

 

チェック１  

 

 

・職員３名で不審者の確認に向かう。 

・校舎内への立ち入りに正当な理由がな

いと判断。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不審者の発見，職員室へ連

絡。 

対応１ ・退去を求める。 ○教室へ移動。 

 

チェック２ ・危害を加える恐れはないかチェックす

る。 

・凶器を確認。 

 

 

 

 

 

 

対応２ ・隔離・通報する。 

・全校への周知と子供の掌握。 

・児童の緊急避難と通報及び応援の要請 

 

 

 

 

 

校内放送 

「臨時集会をひらきます。教室に集合してくださ

い。なお，落とし物は正門で見つかりました。」 

※落とし物の場所が不審者の居場所。 
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10:55 避難 

 

 

 

 

 

 

 

○応援はさすまた持参。 

○学年部で 1 人不審者対応に回り，もう

1 人は児童対応。 

※事前に学年部で決めておく。 

 

 

 

 

 

 

 

○速やかに体育館へ避難。 

 

10:55 連絡 ・管理職，事務は情報を集め，警察へ連

絡。 

・１１０当番通報などの外部への連絡。 

※不審者の年齢，人数，性別等を把握し，

通報できることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 避難完了 

 

 

・児童の人数確認 

・けが人の有無の確認 

・教頭に報告（教頭不在時は防災主任へ報告） 

・体育館の施錠 

・整列 

・口を閉じて座る 

 

 不審者の

確保 

 

 

 

・警察署職員が駆けつけるまで暴力行為

抑止と退去の説得。 

・警察署の職員が不審者を取り押さえ

る。 

※確保後，避難場所へ教員は移動する。 

 

 講評 ・校長の話 

 

 

 終わり ・防災主任の話 

 

 

11:05 講話 ・体育にて警察署の方の講話。 

 

・整列し，話を聞く。 

11:40 終了  ・6 年生の代表の児童がお礼

の挨拶をする。 

 

・本部の設定（養教） 

※非常持出袋，欠席板 

校内放送 

「臨時集会をひらきます。体育館に集合してください。」 

通報（事務：大槻） 

１１０番通報 

「訓練，訓練」と２回伝える。 

不審者の侵入を通報する。 
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４ 原子力事故時対応訓練 
 

１ ねらい 

放射線の危険性と避難の仕方を理解させ、安全に避難する態度を育てる。 

 

２ 期日 

平成  年 月  日（ ）業間  

１０時 05 分原子力発電所事故発生 （時数 なし） 

 

３ 想定 

福島原子力発電所において大量の放射性物質が拡散する事故が発生した。福島から

白石方向に風が吹いているため，放射性物質が大鷹沢に降る可能性が高い。 

 

４ 事前指導      

 (1)避難時の基本的な行動 

 「おはしも」（おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない）を確認して  

  おく。 

 (2)教室等の安全確保 

  窓，出入り口を閉め，外気が中に入らないようにする。 

 

５ 本時の指導 

時間 内 容 指導内容 児童の動き 

10:40 

 

 

事故発生 

（教頭） 

 

「避難訓練 避難訓練 原子力発電所で事故が発生しました。」 

「校庭にいる児童は，校舎の中に入りなさい。」 

「全員，多目的ホールに集合しなさい。」 

  

 

 

避難 

（教室 

 担任） 

・窓と出入り口を閉める。 

・教室や廊下などにいる児童を多 

目的ホールへ誘導する。 

・放送を聞く。 

・担任の先生の話を聞く。 

・多目的ホールへ移動する。 

 

 

検索 

確認 

・外に残っている児童がいないか確かめる。（佐久間） 

・全ての窓と出入り口が閉じていることを確認する。 

（1 階齋藤 ２階小池） 

10:45 

 

 

10:50 

避難完了 

 

 

お話  

・児童の人数確認 

・けが人の有無の確認 

・教頭に報告 

・放射線についての話（防災主任） 

・整列（朝会時のように） 

・口を閉じて座る 

 

 

10:52 講評 ・校長の話  

10:55 終了 
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５ 火山噴火時対応訓練 
 

１ ねらい 

火山噴火による降灰の影響と避難の仕方を理解させ、安全に避難する態度を育てる。 

Ｊアラート訓練も兼ねて行い，Ｊアラート発生の際の避難行動も確認する。 

 

２ 期日 

平成  年 ９月  日（ ）１０時４５分蔵王山マグマ噴火発生 時数なし 

  予備日 ９月  日（ ） 

       

３ 想定 

蔵王山の大規模噴火により，大量の降灰堆積や火山泥流等が発生した。蔵王町から

白石方向に風が吹いているため，火山灰が大鷹沢にまで及ぶ可能性が高い。 

 

４ 事前指導      

 (1)避難時の基本的な行動 

 「おはしも」（おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない）を確認しておく。 

 (2)教室等の安全確保 

  窓，出入り口を閉め，外気が中に入らないようにする。 

 (3)火山噴火時についての知識(学年の実態に応じて指導。⑤については全学年に指導） 

  ①降灰は，地震災害のように一瞬では終わらず，長期間にわたる可能性がある。 

  ②降り積もる火山灰の厚さが１㎜というわずかな量であっても，車，鉄道，飛行機の運行は 

   中止になる可能性がある。（マグマ噴火の場合は，白石市は１ｃｍ積もる可能性がある。） 

  ③火山灰は電気を通す性質を持つため，濡れた火山灰が電線等に付着することでショー 

   トを起こし，停電が起きる可能性がある。 

  ④浄水場の取水口のフィルターが目詰まりを起こすことで，断水につながる可能性がある。 

   ⑤火山灰には，非常に鋭利なガラス質のものも含まれているため，吸い込むと気管支を傷 

   つけ，目に入ると網膜を傷つけてしまう危険性がある。 

      →避難時にはマスクを着用して避難する。緊急の場合は，ハンカチで口を覆い，やや下

を向いて屋内に避難する。 

 

５ 本時の指導 

時間 内 容 教職員の動き 児童の動き 

10:45 

 

 

 

 

災害発生 

（教頭） 

 

「避難訓練 避難訓練 蔵王山で大規模な噴火が発生しました」 

「校庭にいる児童は，校舎の中に入りなさい」 

「校舎内の児童も全員，多目的ホールに集合しなさい」 

避難場所 

（養護教

諭） 

・多目的ホールに避難場所の確保 

 をする。 
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避難 

（校庭 

 教務） 

 

・校庭にいる児童に口を覆うよう 

に指示し，校舎内に誘導する。 

 

 

・ハンカチで口を覆い，上を向か 

ないようにして校舎に避難する。 

・児童は昇降口から入り，多目的 

ホールへ移動。 

  

 

 

 

避難 

（教室 

 担任） 

 

・教室に向かう。 

・窓を閉め，カーテンを閉める。 

・教室や廊下などにいる児童を多 

目的ホールへ誘導する。 

・放送を聞く。 

・担任の先生の話を聞く。 

・多目的ホールへ移動する。 

 

 

 

 

検索 

確認 

 

・外に残っている児童がいないか確かめる。（教務） 

・全ての窓と出入り口が閉じていることを確認する。（１階業務員） 

                                                （２階   ） 

10:50 

 

 

避難完了 

 

 

・児童の人数確認（担任） 

・けが人の有無の確認（担任） 

・教頭に報告 

・整列（朝会時のように） 

・口を閉じて座る 

 

10:51 

 

お話  

 

・火山噴火についての話 

   （防災主任） 

 

 

10:53 講評 ・校長の話  

10:55 終了 
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６ 引き渡し訓練計画  

※家庭への連絡（プリント）は，学校から２週間前に行う。 

 

防災安全担当 

 

１ ねらい 震度６以上の大地震，豪雨等の自然災害や凶悪事件発生等の非常時に備え，児童を保護者に

安全に引き渡すための訓練を行う。 

 

２ 日時  平成  年 月  日（ ）１４：１５ 地震発生      あすなろカット 

                   １３：３０～１４：００ 引渡し 

３ 場所  校庭（雨天時 体育館） 

 

４ 方法・担当 

 

 校庭 体育館 

引取者 ・自動車は学校坂から入り，誘導により停車

し，引き取り後はプール側から出る。（校地内

は一方通行・最徐行） 

・鉄棒前で受付。 

・担任に「児童の名前」「自分の名前」を告げ，

児童を引き取る。 

（兄弟がいる場合は下学年から引き取る） 

 

 

・自動車は学校坂から入り，誘導により停車

し，引き取り後はプール側から出る。（校地内

は一方通行・最徐行） 

・体育館後ろ側で受付。 

・担任に「児童の名前」「自分の名前」を告げ，

児童を引き取る。 

（兄弟がいる場合は下学年から引き取る） 

・出口から下校する。 

 

児童 ・事前に，外靴を持たせ，荷物を準備してお

く。 

・教室で第一次避難。 

・荷物を持って，安全に外へ避難。 

・学年ごと１列に並び静かに待つ。 

・ランドセルは自分の右側へ置く。 

・名前を呼ばれたら準備をして，引き取り者

と下校する。 

・上靴を下駄箱へ置き，外靴を持って体育館

へ移動。 

・教室で第一次避難。 

・荷物を持って，安全に体育館へ移動。 

・学年ごと１列に並び静かに待つ。 

・ランドセルは自分の右側へ置く。 

・名前を呼ばれたら準備をして，引き取り者

と下校する。 

 

担任 ・受付で待機。引取者を確認後，名簿にチェ

ックをして児童を引き渡す。 

・１４時になったら，学年部の一人が引き取

りに来ない家庭へ電話連絡をする。 

 

・受付で待機。引取者を確認後，名簿にチェ

ックをして児童を引き渡す。 

・１４時になったら，学年部の一人が引き取

りに来ない家庭へ電話連絡をする。 
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○担任以外の職員 

内容 担当 

本部（総括） 校長 

保護者対応・メール配信（当日朝） 教頭 

全体進行 防災主任 

受付・児童管理 担任 

入り口誘導  

非常持出袋，欠席板 養護 

家庭環境調査表の持出し 事務 

車の案内・整理 業務員 

 

 

５ 当日の動き 

 

     引き渡し訓練実施のメール配信（教頭） 

      ※事前に靴と帰りの準備をしておく。 

 

     １３：１５  地震発生。児童は第一次避難。教員は検索。 

             

１３：２０  安全確認後，外へ避難開始 

     １３：２５  外に整列完了⇒人数確認⇒報告 

            整列完了後全体会（進行 防災主任） 

            ○校長先生の話 

     １３：３０  引き渡し場所へ移動後，引き渡し開始 

１４：００  引き渡し終了（予定） 

       残留児童がいる場合は学年部の１人が電話連絡をし，もう１人が児童対応 

 

６ 準備 

 ○家庭環境調査表に引き渡しのための名簿（引取者・連絡先・避難場所確認用）を挟んでおく。（担任） 

 ○家庭への連絡（プリント）を実施２週間前に行う。 

 

７ 当日までの日程 

 ○前日までに学年に応じた事前指導をする。 

○４月２２日（月） 保護者へお知らせを配布 

 

８ その他 

○当日朝，引き渡し訓練の実施をメール配信 

○１３：２０車の案内・整理を始める。 

 

 

 

放送「訓練，訓練」 

緊急地震速報の音源 

放送による避難指示はなし 

各階の検索後，避難。 
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○体育館での引き渡し 

 

 

○外での引き渡し 

 

 

 

 

2組･3組

６年

５年

４年

３年

２年

1年

入口

出口

出口

ス
テ
ー

ジ

※受付は各学年の前で行います。
　入口で靴を脱ぎ，靴を持って移動してください。

1年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支

体育館

鉄棒

校舎

入口

出口
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１医療関係機関 連絡先一覧 ※は校医 

総合病院 

※公立刈田綜合病院（眼科科・耳鼻科） ２５－２１４５ 

大泉記念病院 ２２－２１１１ 

みやぎ県南中核病院 ０２２４－５１－５５００ 

小児科 

柿崎小児科医院 ２５－２２１０ 

加藤小児科内科医院 ２６－２６５３ 

つつみ内科外科こどもクリニック ２５－１１８１ 

外 科 

つつみ内科外科こどもクリニック ２５－１１８１ 

やまきクリニック ２６－３８８８ 

こまつ外科内科クリニック ２２－２１１５ 

整形外科 
橋本整形外科医院 ２５－１６１６ 

おおはし整形外科 ２２－２８８８ 

耳鼻科 おおぬまクリニック ２４－２３３３ 

眼 科 
大手町おおはし眼科（完全予約制） ２４－３１６１ 

浅野眼科医院 ２４－４６０３ 

内 科 

たかはし内科クリニック ２２－２５３５ 

やまきクリニック ２６－３８８８ 

こまつ外科内科クリニック ２２－２１１５ 

三浦内科胃腸科クリニック ２５－６８５４ 

亘理内科胃腸科医院 ２５－８５０１ 

海上内科医院 ２５－１５０１ 

※梅津内科医院 ２４－３５７１ 

水野内科クリニック ２５－２７３６ 

加藤小児科内科医院 ２６－２６５３ 

つつみ内科外科こどもクリニック ２５－１１８１ 

塚本内科消化器科 ２６－１０２６ 

引地泌尿器科・内科クリニック ２６－２８２３ 

歯 科 
谷津歯科 ２６－３２５４ 

※ひかり歯科医院 ２２－２１１２ 

薬剤師（校医のみ） ※菅野薬局 ２６－２２１１ 

関連機関 

白石警察署 25-2138   白石駅前交番 25-2863 

白石消防署 25-2259 

市教委（管理課 22-1341 学校教育課 22-1342） 

セコム 0224-52-5211（大河原支社） 022-276-2511（コントロールセンター） 

東北浅野防災設備福島営業所 024-525-3580 

仙南保健福祉事務所 0224-53-3115 
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２ 災害用伝言ダイヤルの利用方法 
 

 大災害が発生した場合には，安否確認，問い合わせ等の電話が殺到することで，電

話回線が混乱し，つながりにくい状況になります。 

災害用伝言ダイヤルは，被災地エリアで使用できるサービスで，電話番号をメール

ボックスにして，安否などの情報を音声によって登録・確認できるサービスとして活

用できます。 

① エリアの決定 

震度６弱以上の地震発生時等にテレビやラジオ等でＮＴＴが「１７１（災害伝言ダ

イヤル）」を設置したことや，利用方法・伝達登録エリアを都道府県単位で知らされま

す。 

② 利用方法 

 一般電話，公衆電話，携帯やＰＨＳから利用できます。 

ア 伝言の録音・伝言の再生方法 

伝 言 の 録 音 方 法 伝 言 の 再 生 方 法 

  

 

イ 伝言の録音時間 

１伝言あたり 30秒以内 

ウ 伝言の保存期間 

録音時から 48時間 

エ 伝言の蓄積数 

１番号あたり１～10件 

｢１｣･｢７｣･｢１｣にダイヤルする 

ガイダンスが流れる 

｢１｣をダイヤルする 

ガイダンスが流れる 

電話番号を市街局番からダイヤル

し，伝言を 30秒以内で録音する 

｢１｣･｢７｣･｢１｣にダイヤルする 

ガイダンスが流れる 

｢２｣をダイヤルする 

ガイダンスが流れる 

電話番号を市街局番からダイヤル

し，伝言を再生する 

（新しいメッセージから再生される） 
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